
「⼥性活躍の推進に関する政策評価」の結果に基づく意⾒の通知（概要）

 ⼈⼝減少社会を背景に、労働⼒⼈⼝の維持・⽣産性の向上が社会の持続的成⻑の最⼤の課題。課題解決のためには、働く⼥性が希望に
応じ能⼒を⼗分に発揮できる働き⽅の実現が重要。⼀⽅、管理的⽴場に就く⼥性は少数などの状況

 平成28年4⽉、⼥性活躍推進法が全⾯施⾏。⼥性活躍に関する数値⽬標等を定めた事業主⾏動計画の策定・公表、情報公表（⾒え
る化）等を義務付け（常⽤労働者数300⼈以下の事業者（中⼩企業）は努⼒義務）

 施⾏後3年を経過した場合において、法律の施⾏状況を勘案し、結果に基づき必要な措置（同法附則）（注）

背景・調査の趣旨等

 本政策評価では、⼥性活躍を更に推進する観点から、法施⾏後3年の⾒直し等を⾒据え、⺠間事業主における⼥性活躍推進法に基
づく取組（情報公表（⾒える化）等）や、⼥性活躍の推進に向けた取組の実施状況を把握

（注）民間事業主に関しては、事業主行動計画の策定・公表及び情報公表の義務付け対象企業の拡大（301人以上→101人以上）や、情報公表の強化、
特に優良な事業主に対する新たな特例認定制度の創設などを内容とする女性活躍推進法等改正法が成立（令和元年5月）（101人以上の中小企業へ
の義務付け対象拡大部分については、公布日から3年を超えない範囲内において政令で定める日に施行）

評価の結果等

 地⽅における深刻な⼈材不⾜の中、各事業者は⼥性の⼈材確
保や継続就業等の実現に向けた取組を実施

 産業の特性や事業者における⼥性活躍の各局⾯（採⽤、働き
やすい環境の整備、登⽤等）によって、取組の内容は様々

• 地方における中堅企業（300人前後）から、女性活躍に向けた

取組状況や課題、効果など現場における「生の声」を把握

 事業者に対するアンケート調査

1. ⼥性活躍の⼀層の推進を図るため、事業者が置かれた様々な状況に対応した⽀援を⾏うこと（事業主⾏動計画策定の⽀
援に当たって本評価結果を参考）

2. 情報公表（⾒える化）の義務付けを中⼩企業に拡⼤する⼥性活躍推進法改正法の円滑な施⾏に向けて、中⼩企業による
情報公表（⾒える化）の着実な実施を図ること

（意見）

 法施⾏以降、各事業者は情報公表（⾒える化）を着実に実施
 情報公表（⾒える化）を実施している事業者においては、⼥性

活躍の関係指標（⼥性応募者数や平均残業時間等）に⼀定
の改善傾向

 事業者ヒアリングを通じた実地調査 • 全国1万3,000社に対するアンケート調査によって、女性活躍の

推進に向けた取組や、女性活躍推進法に基づく取組の実施状

況を把握。ＥＢＰＭの観点から、統計分析の手法を用いてその

効果等を把握（有効回答2,180社）

通知⽇：令和元年7⽉2⽇
意⾒通知先：厚⽣労働省
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1-1 ⼥性活躍の推進に向けた取組状況等（実地調査に基づく事業者による主な声と取組例）

 地⽅における⼥性を取り巻く環境や、働き⽅の変化、働きやすい環境、登⽤、両⽴⽀援等に関して、事業者から
は様々な課題や声

(1)取り巻く環境と⼥性の活⽤(1)取り巻く環境と⼥性の活⽤

 ⼤都市圏に労働⼒が流出（就業希望者が⼤企業に
集中）。⼥性の採⽤活動を積極的に展開しても、応
募者が集まらない。

 ⼤都市圏に労働⼒が流出（就業希望者が⼤企業に
集中）。⼥性の採⽤活動を積極的に展開しても、応
募者が集まらない。

• ⼥性が少ない建設業界のイメージを考慮し、地元⼯業⾼校
と連携して⼥⼦学⽣へのインターンシップ活動を実施。まず
「知ってもらうこと」から、⼥性の応募や採⽤につなげる活動を
展開（⼟⽊業）

• ⼥性ユーザーが多い軽⾃動⾞の新店舗の従業員を店⻑含
め⼥性中⼼にしてモデル店化。採⽤前に⼥性が活躍する現
場を⾒てもらうことで、採⽤後の働き⽅のイメージを持ってもら
う取組を実施（軽⾃動⾞販売業）

 ⼥性の需要が⾼い商品の開発や販売、細やかな気遣
いが求められる接客や介護などの分野では、⼥性の⻑
所をいかすことが重要

 ⼥性の需要が⾼い商品の開発や販売、細やかな気遣
いが求められる接客や介護などの分野では、⼥性の⻑
所をいかすことが重要

• ⼥性や⾼齢者ユーザーの増加に合わせて、⼥性でも扱いやす
い商品開発のため、男性中⼼の製造現場に⼥性を配置
（農耕・除雪機等製造業）

(2)⼥性の働き⽅の変化(2)⼥性の働き⽅の変化

 出産等による退職は無くなりつつあり、職
場復帰はほぼ当たり前。育休中の「会社と
のつながり」の確保が重要

 出産等による退職は無くなりつつあり、職
場復帰はほぼ当たり前。育休中の「会社と
のつながり」の確保が重要

• 妊娠判明時、育休中、復帰前など各ステージで
従業員とコミュニケーションを図る（会社独⾃の
「復職⽀援シート」の活⽤）とともに、育休中の
従業員に社内情報を提供することで会社離れ
を防⽌（菓⼦等製造業）

• 「育休で会社を離れると距離を感じる」といった
意⾒があったことから、育休中の従業員の疎外
感の解消や気持ちの把握のため、妊娠報告から
復帰後までの各段階で、直属の上司との間で
⾯談（⾃動⾞販売業）

(3)働きやすい環境の整備(3)働きやすい環境の整備

 ⼈⼿不⾜の中、⼥性の継続就業のために
は、これまで男性中⼼であった職場をいか
に働きやすい環境として整備するかが重要

 ⼈⼿不⾜の中、⼥性の継続就業のために
は、これまで男性中⼼であった職場をいか
に働きやすい環境として整備するかが重要

• ⼥性乗務員の離職防⽌のため、採⽤から半年
間としていた給与保証期間を1年間に延⻑。
「続けられるかどうかの不安」を払拭（タクシー
業）

• 渉外・融資といった男性中⼼の職域に新たに
⼥性を配置。⼥性仕様のバイクの導⼊や渉外
⽤バッグの軽量化を実施（預⾦・貸付業）

(4)⼥性の登⽤(4)⼥性の登⽤

 家庭との両⽴、重責などの不安から、管理職になりたがらない⼥性が多く、「⼥性への意識
啓発」の難しさを実感

 家庭との両⽴、重責などの不安から、管理職になりたがらない⼥性が多く、「⼥性への意識
啓発」の難しさを実感

• 商品開発の企画に向けて、⼥性だけのプロジェクトチームを⽴ち上げ。⼥性従業員が、チームへの参
画によって幹部候補となることを希望（預⾦・貸付業）

• 管理職研修の対象を管理職候補者にも拡⼤。家庭にマインドが向きがちな管理職適齢期（40歳
前後）の前の段階から、将来の管理職候補であることを明確にし、意識醸成（⼈材派遣業）

評価書P10〜36

（事業者による声と取組例）
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 半⽇・時間単位で取得可能な休暇制度や、残業時間の削減に向けた取組を実施している事業者が多い⼀⽅、
より柔軟な働き⽅を実現するテレワークやフレックスタイムといった制度を導⼊している事業者は少ない傾向
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実地調査の結果
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テレワーク

フレックス
タイム

育児休業
（法定超）

再雇⽤
制度

男性育休
促進

短時間勤務
（法定超）

休業後同⼀
階級復帰

残業削減
取組

半⽇・時間
単位休暇

【参考】アンケート調査結果

⼤企業 中⼩企業

＜両⽴⽀援に関する取組状況＞

【残業時間の削減】
＜取組例＞

業務の効率化に向けて、倉庫での作
業時に従前は紙リストを⼤量に持ち歩き、
集荷していたものを、ヘッドセットによる⾳
声案内で集荷する⽅式に変更

また、短時間で効率的に業務を⾏った
従業員には「効率化⼿当」を⽀給するこ
とで、従業員のモチベーションを向上（⾷
品物流業）

転居先に所在する信⽤⾦庫への再
就職を⽀援する全国ネットワークを構築。
離職者情報を共有するとともに、業務
上必要な書類を全国で統⼀することで、
離職した従業員を即戦⼒として採⽤。
企業と従業員双⽅にとってメリット（預
⾦・貸付業）

【再雇⽤（ジョブリターン）制度】 【テレワーク】
勤怠管理やセキュリティ確保に係るコスト負担、就業規則の改

正など検討課題が多く、導⼊に⾄らない企業が多数
（このような状況の中、）

・「今ある⼈材を活⽤する⽬的」で、育休中の従業員の活⽤を検
討。関係法制度のクリアや業務⾒直しに取り組み、テレワークの
導⼊を実現（⼈材派遣業）

（常⽤雇⽤者）
⼤企業 ：301⼈以上
中⼩企業 ：101⼈〜300⼈

（注）当省のアンケート調査（⼀般統計調査）
の結果による取組状況（主なもの）
（有効回答：⼤企業884社、

中⼩企業1,296社）

（注）実地調査を実施した273社のうち回答が
得られた265社の取組状況（主なもの）

・「短時間勤務制度だけでは育児との両⽴が困難」として、管理
職候補として育成してきた⼥性が離職を申し出たことを契機に、
テレワークを導⼊。継続就業を実現（環境測定業）

など、⾃社の課題解決のために取り組む企業もみられた。

(5)職業⽣活と家庭⽣活の両⽴⽀援(5)職業⽣活と家庭⽣活の両⽴⽀援

項⽬なし

項⽬なし

評価書P18〜21
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産業計

鉱業，採石業，砂利採取業

建設業
製造業

電気・ガス・熱供給・水道業

情報通信業

運輸業，郵便業
卸売業，小売業

金融業，保険業

不動産業，物品賃貸業

学術研究，専門・技術サービス業

宿泊業，飲食サービス業

生活関連サービス業，娯楽業

教育，学習支援業

医療，福祉

複合サービス事業

サービス業

（他に分類されないもの）

R² = 0.7087
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（注）1 厚⽣労働省「賃⾦構造基本統計調査」（2017年）の結果に基づき、企業規模100
〜499⼈の企業のデータから、当省が作成

2 雇⽤期間の定めのない労働者について把握

︵
⼥
性
管
理
職
⽐
率
︵
％
︶
︶

（⼥性労働者⽐率（％））

1-2 産業ごとの特性

 既存の公的統計から、⼥性を取り巻く産業ごとの状況を把握
 産業ごとの特性として、⼥性の労働者⽐率と管理職⽐率（管理職（部⻑級及び課⻑級）に占める⼥性の割合）をみると、⼥性労

働者や⼥性管理職が多くを占め、⼥性が中核をなす業界（医療・福祉）と、これらの⽐率がともに低い男性中⼼の業界
（建設業、製造業、運輸業・郵便業など）とがみられる。

 「積極的な採⽤活動の展開」や「働きやすい環境の整備」に際しても、産業ごとの特性によって、その取組内容は様々

評価書P24〜36

（⼥性労働者⽐率と⼥性管理職⽐率の関係（産業ごと）） ○⼥性労働者⽐率等が相対的に低い産業における取組
「⼥性が働きやすい環境」に変えていく必要性等の認識の下、

以下のような取組を実施

（例1：建設業）
• 業界をまず知ってもらうための⼥⼦学⽣に対するインターン

シップ活動の展開
• 採⽤した⼥性⼈材の定着等に向けた施設（⼥性⽤トイレ、

更⾐室等）や備品（夜間作業⽤防犯グッズ等）の整備
（例2：製造業）
• ⾃動⾞部品の切削加⼯機の軽量化、使⽤機器等の技術

改良やコンピュータ化などによる体⼒的な負荷の軽減

○⼥性労働者⽐率等が相対的に⾼い産業における取組

（例：医療、福祉）

既存従業員の離職防⽌や更なる⼥性⼈材の確保に向けて、
以下のような取組を実施

• 既存の⼥性従業員の離職防⽌や主婦層を中⼼とした潜在
的な労働⼒の掘り起こしに向けた企業内保育施設の設置
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積極的な採⽤活動の展開 働きやすい環境の整備① ⼥性の登⽤

地元⾼校の⼥⼦学⽣に対するイ
ンターン受⼊れ

⼥性従業員による説明会や店舗
⾒学の実施

採⽤説明会への⼥性社員派遣
管理職候補（総合職等）や従

来男性中⼼であった職域・職種
（営業職や技術職など）での採⽤

施設の整備（⼥性⽤トイレ、更⾐室など）
⼥性仕様の備品等の整備（バイク、鞄、ヘル

メット、美容⼿当の⽀給など）
作業⼯程の⾒直し、多能⼯化
軽量化、コンピュータ化等による負担軽減
従業員の意⾒聴取（要望アンケートなど）
男性従業員に対する意識改⾰のための研修
配属する職域の拡⼤や職種の転換
（職域拡⼤：事務職→営業職・技術職）
（職種転換：⼀般職→総合職）など
新たな職域における配属先への配慮
（ロールモデルとなる⼥性がいる部署への配属）
⼥性従業員同⼠の交流会の開催
育休中従業員に対する「つながり」の確保など

両⽴⽀援に向けた各種取組（第1段階）
・半⽇・時間単位での休暇取得
・残業時間削減に向けた取組
・休業後、同⼀階級・職務への復帰
・法定を上回る企業内制度
（例）短時間勤務、育休の取得期間延⻑
両⽴⽀援に向けた各種取組（第2段階）
・男性の育休取得促進
・退職後の再雇⽤（ジョブリターン）
・フレックスタイム制の導⼊
・テレワーク（在宅勤務等）の導⼊
企業内保育所・託児所の設置
⼥性中⼼のプロジェクトチーム設置と参画

働きやすい環境の整備②
⼥性⼈材の完全活⽤

男⼥公平な⼈事評価システム、職務等級制の導⼊ など

管理職への登⽤等を⽬的とした「意識醸成」のための研修

経営トップによる決断
登⽤後のフォロー体

制の充実
 ロールモデルの構築

（継続的な⼥性登
⽤に向けた取組）

⼥性の⼈材プール（※）が少ない企業 ⼥性の⼈材プールを形成できている企業 ⼥性活躍企業

定

性

定

性

定

量

定

量

⼥性の働きやすさ、企業⾵⼟の変⾰
やりがいや⼠気（モチベーション）の向上、就業継続意欲

⼥性が持つ特性や⻑所をいかした新たな商品開発、顧客評価
⼥性の意識醸成

⼥性応募
⽐率

⼥性採⽤
⽐率 平均残業時間 ⼥性の平均継続勤務年数（定着率・離職率） ⼥性の役職割合

（係⻑、課⻑等）

（※）業種、職種、従業員数等によって必要な⼥性の⼈材プールの「規模」や「質」は異なるものの、企業の成⻑に向けて戦略的にその担い⼿となる⼥性を
確保し、職種等に応じて育成することは、あらゆる企業において共通するものと考えられる。

期
待
さ
れ
る
主
な
効
果
指
標

 調査によって得られた様々な取組事例を、⼥性活躍における局⾯ごとに整理するとともに、各取組と事業者に
おいて期待される主な効果指標との関係を整理
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（ステージ） グループ 取組内容 実施割合

(Ⅲ) ⅲ）より柔軟な働
き⽅を実現する
制度

その他育児⽬的休暇制度 低い
フレックスタイム
テレワーク

(Ⅱ) ⅱ）法定以上の
育休等制度

短時間勤務（法定超）
育児休業（法定超）
看護休暇（法定超）

(Ⅰ) ⅰ）多くの事業者
で導⼊されてい
る制度

半⽇・時間単位休暇
休業後同⼀階級復帰
再雇⽤制度 ⾼い

（未実施） - 実施なし -

 ステージごとに各指標を集計した結果、次グラフのとおりの結果が得られた

 アンケート調査の結果得られた両⽴⽀援に係る各取組のデータについて、因⼦分析により、関連度の⾼い取組を３グループ（ⅰ〜
ⅲ）に分類

 さらに、実地調査から得られた各取組の実施⼜は導⼊割合の⾼低も踏まえ、試⾏的にステージ化（(Ⅰ)〜(Ⅲ)）して検証

2 両⽴⽀援を中⼼とした⼥性活躍に向けた各取組と関係指標

30.7 29.4 

22.1 

32.9 31.7 

25.0 

38.4 36.2 

27.8 

34.4 33.4 

24.5 

20.0

25.0

30.0

35.0

40.0

⼥性応募⽐率 ⼥性採⽤⽐率 ⼥性労働者⽐率

各ステージにおける⼥性の応募⽐率、採⽤⽐率及び労働者⽐率

9.8 
10.4 10.5 

11.7 

8.0

9.0

10.0

11.0

12.0

⼥性の平均継続勤務年数

各ステージにおける⼥性の平均継続勤務年数

8.1 
7.6 

8.3 

6.6 

5.0

6.0

7.0

8.0

9.0
各ステージにおける⼥性管理職⽐率

 両⽴⽀援に係る各取組と⼥性の⼈材確保、継続就業には⼀定の関係性
 このうち、⼥性の継続就業（平均継続勤務年数）については、テレワークやフレックスタイムなど、より柔軟な働き⽅を実現する

制度の活⽤によって、さらに推進されるのではないか。

（注） いずれも当省のアンケート調査結果による。

（注） ステージ（Ⅰ）はグループⅰにおいて１つ以上、（Ⅱ）はグループⅰ
及びⅱそれぞれにおいて１つ以上、（Ⅲ）はグループⅰ～ⅲそれぞれ
において１つ以上の取組を実施

評価書P52〜61

（イメージ）

ステージ（Ⅰ）

ステージ（Ⅱ）

ステージ（Ⅲ）

未実施

⼥性管理職⽐率

（％）（％） （年）
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3-1 ⼥性活躍推進法に基づく情報公表（⾒える化）とその効果
 ⼥性活躍推進法に基づく情報公表（⾒える化）の義務付けによって、各事業者はどのように⾃社の⾏動を変化させ（＝アウトプット）、⼥性活躍の推

進の関係指標（⼥性応募者数、⼥性管理職⽐率等）において、期待されるような政策の効果（＝アウトカム）が発現しているのかについて、アンケー
ト調査結果から得られたデータに基づいて分析

 短期的な効果が期待される⼥性応募者数や⼥性採⽤⽐率といった指標を「短期アウトカム」とし、中⻑期的な効果が期待される平均残業時間や⼥性
管理職⽐率等といった指標を「中⻑期アウトカム」と仮定

（情報公表（見える化）による政策効果フロー） （情報公表（見える化）の分析体系図）

主要4項目

※ 101人以上300人以下の中小企業については、令和元年5月の女性活躍推進法改正により、情報公表（見える化）の取組が義務付けられることとなっている。

評価書P62〜64
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3-2 ⼥性活躍推進法に基づく情報公表（⾒える化）とその効果（分析①（「法的義務への対応」））

 情報公表（⾒える化）の⼤企業への義
務付けや中⼩企業への努⼒義務が、各
事業者にどのような⾏動の変化をもたら
したのか。

法施⾏に基づく情報
公表（⾒える化）は
各事業者において着
実に図られている

⼥性採⽤⽐率の公表割合

平均継続勤務年数の男⼥差の公表割合 ⼥性管理職⽐率の公表割合

平均残業時間の公表割合

（注） いずれも当省のアンケート調査結果による。

評価書P65〜67

︻
分
析
結
果
︼

 法施⾏前後における主要4項⽬の情報公表割合を
みた結果、いずれの項⽬についても公表割合は伸び
ていた。

 なお、情報公表が努⼒義務とされた中⼩企業におい
ても、⼤企業ほどではないものの、公表割合は伸びて
いた。
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3-3 ⼥性活躍推進法に基づく情報公表（⾒える化）とその効果（分析②（「公表する情報の選択」））

 情報公表（⾒える化）
に際し、事業者はどのよ
うな情報を選択的に公
表しているのか。

「事業者は⾃社の良い情報を選択的に公表する」と仮定し、

その際、ある事業者において、その指標の数値が⾼いかどうかは、当該事業者が属する産業内に
おいて⽐較するものであると考えられることから、

＜分析ⅰ＞

＜分析ⅱ＞

 分析ⅰ及びⅱいずれの結果においても、主要4項⽬のうち、3項⽬（「⼥性採⽤⽐率」（下記「分析の例」参照）、「⼀⽉
当たりの平均残業時間」及び「⼥性管理職⽐率」）の指標について、情報公表（⾒える化）している事業者は、していな
い事業者と⽐べて、その数値が⾼⽔準である傾向

 これらの傾向は、法施⾏前の段階から公表している事業者において、特に顕著
（分析の例：「⼥性採⽤⽐率」の情報公表（⾒える化））

【分析結果】

 ある指標に関する情報を公表している事業者は、当該指標の数値が、公表していない事業
者の数値と⽐べて⾼⽔準であるか分析

＜分析ⅰ＞
平成29年度末時点において、「⼥性採⽤⽐率」を情報公表（⾒える

化）している事業者は、していない事業者と⽐べて、同⽐率が4.4ポイント
程度⾼い。
なお、29年度末時点で公表していない事業者と⽐べて、法施⾏前から公

表している事業者は同⽐率が6.4ポイント程度⾼いのに対して、法施⾏後
に公表している事業者では3.1〜3.4ポイント程度⾼くなっており、法施⾏
前から公表している事業者において、その数値が⾼⽔準である傾向が顕著
＜分析ⅱ＞

分析ⅰと同様の傾向

（注）1 当省のアンケート調査結果による。
2 （ ）内は標準誤差を表す。

 ある指標に関する情報を公表している事業者は、当該指標の数値が、当該事業者が属する
産業（業種）において公表していない事業者の数値と⽐べて⾼⽔準であるか分析

評価書P68〜75
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3-4 ⼥性活躍推進法に基づく情報公表（⾒える化）とその効果（記述統計による把握）

(1) 短期アウトカム（⼥性の応募⽐率や採⽤⽐率の推移）

(2) 中⻑期アウトカム（平均残業時間、平均継続勤務年数（⼥性）、⼥性管理職⽐率の推移）

30.2 30.8

32.6
32.1

31.8
32.9

34.8

36.9 37.4

33.6
33.9

39.8

27年度 28年度 29年度

29.6

29.2

31.3

29.7

28.5

31.1

32.6

33.5
34.9

32.8

31.4

36.7

27年度 28年度 29年度

⼥性採⽤⽐率(％)

30.6 30.9

32.932.1
31.6

32.9

36.0

39.0

38.6

33.3 35.2

40.6

27年度 28年度 29年度

29.2

28.7
30.9

30.0

28.5

31.2

34.3

35.8 36.7

31.8
31.6

36.6

27年度 28年度 29年度

例１：⼥性採⽤⽐率の公表状況ごと

⼥性応募⽐率(％)

例２：⼀⽉当たりの平均残業時間の公表状況ごと

⼥性応募⽐率(％) ⼥性採⽤⽐率(％)

21.5 21.3

20.5

20.0 19.9
19.7

20.1

19.5
18.919.4

18.9 18.9

27年度 28年度 29年度

⼀⽉当たりの平均残業時間の
公表状況ごとの同時間(時間)

10.31  10.45  10.52 

10.45 
10.59  10.69 

11.65  11.72 
11.86 

12.44 
12.68 

12.84 

27年度 28年度 29年度

平均継続勤務年数の男⼥差の公表状況ご
との平均継続勤務年数(⼥性)(年)

6.1 6.2
6.5

7.6

7.8 7.8

6.5 7.0

7.4

8.3

8.6 8.5

27年度 28年度 29年度

⼥性管理職⽐率の公表状況
ごとの同⽐率(％)

 本調査によって得られた情報公表（⾒える化）に係るデータの傾向
（各指標の推移）はどのように整理できるか。

平成29年度末時点で、主要4項⽬をそれぞれ情報公表（⾒える
化）している事業者と、していない事業者における各指標の推移
（27年度から29年度までの3か年）を把握

 ⼤企業、中⼩企業ともに、多くの指標
において、情報公表（⾒える化）して
いる事業者の⽅が、その数値の伸び等
が⼤きい傾向

【把握
結果】

※平成29年度末時点

（注）1 当省のアンケート調査結果による。
2 各指標の数値は各事業者における当

該項⽬の数値を全て合計し、事業者数
で除した単純平均により算出

評価書P76〜82、P90〜93
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3-5 ⼥性活躍推進法に基づく情報公表（⾒える化）とその効果（分析③（「義務付けによる効果」））

 情報公表（⾒える化）の義務付けの結果、義務付け対象企業（301⼈以上の企業（⼤企業））と、それ以外の企業
（中⼩企業）との間で、⼥性活躍に係る各項⽬（⼥性応募者数等）の指標の推移に差があるか。

（分析結果（例：⼥性応募者数（常⽤労働者数で基準化）））（例：義務付けの有無と⼥性応募者数・応募⽐率との関係）

 義務付け対象企業（⼤企業）において、短期アウトカムとした「⼥性応募者数」や「⼥性応募⽐率」、「⼥性採⽤⽐率」の進展
（増加）傾向が⽰唆された。

 さらに、中⻑期アウトカムとした「⼀⽉当たりの平均残業時間」、「⼥性管理職⽐率」についても同様（注）

（注）ただし、いずれの結果も統計的に有意ではないため、「傾向が⽰唆された」にとどめている。

 情報公表（⾒える化）の義務付けによって、⼥性活躍に係る各項⽬の指標の進展傾向を⽰唆

（注）1 「ウェイトあり」は、本調査の回答事業者について、産業・常⽤労働者数ごとに⽇本全体の業
者の割合と同じになるようなウェイトを設定した上で分析

2 （）内は標準誤差を表す。

8.54
8.83

13.04

15.12

H27 H29
常用労働者301人以上の事業者
常用労働者101人以上300人以下の事業者

（年）

16.00

14.00

12.00

2.08

0.29

公表の義務
化により、
1.8ポイント
伸びている
ことが示唆

9.00

8.00

（％）

【分析結果】

情報公表の義務化の前後で⽐較（差分の差分法（Difference-in-differences）による分析）

評価書P83〜86、P94〜98
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3-6 ⼥性活躍推進法に基づく取組とその効果（分析④（情報公表（⾒える化）の効果））
「 回 帰 不 連 続 デ ザ イ ン 」 （ Regression
discontinuity design）を活⽤し、分析の対
象を⼤企業（義務付けグループ）と中⼩企業（義
務付けされていないグループ）の境である300⼈前
後（250⼈〜350⼈）の事業者に限定して、常
⽤労働者数の多寡に伴う様々な要因を除外した上
で、情報公表（⾒える化）による効果を分析

 情報公表（⾒える化）の効
果について、⼤企業及び中⼩
企業の特性に起因する要因
が結果に影響を与えている可
能性はないか。

（分析のイメージ）

（分析例：⼥性採⽤⽐率の情報公表（⾒える化）が⼥性応募者数の変化に与えた影響）

分析対象者

300⼈

常⽤労働者数

（注）1 当省のアンケート調査結果による。
2 （ ）内は標準誤差を表す。

【分析結果】

 本分析に基づき、情報公表（⾒える化）の効果測定について⼀定の結論を出すことは適切ではない

※ 女性活躍の推進に関する政策効果の分析等に関しては、国立大学法人東京大学大学院経済学研究科との間において、共同研究に向けた連携協力に

関する覚書を締結（平成30年11月）。今後、覚書に基づき、別途、複数の公的統計の調査票情報等を活用した分析等を行うこととしている。

 いずれの項⽬の分析結果についても、サンプル
サイズが200前後と⼩さいことから、標準誤差
が⾮常に⼤きいという結果

（短期・中⻑期アウトカムいずれの指標についても同様）

評価書P86〜89、P98〜101

⼥性活躍情報公表
の義務付けなし

⼥性活躍情報公表
の義務付けあり

⼥性応募者数

ジャンプ 施策の効果
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